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秋田県告示第395号
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり湯沢河川国道
事務所長から公共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示
する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　作業の種類
　　公共測量（河川定期縦断測量）
２　作業を行う期間
　　平成25年７月25日から平成26年２月10日まで
３　作業を行う地域
　　湯沢河川国道事務所管内
　　雄物川
　　　横手市大森町字仁平川向地区～湯沢市小野地区

■　目　次　■

告 示

規 則

　 衛 生 事 務 に 関 す る 知 事 の 権 限 を 保 健 所 長 に 委 任 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 八 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 五 十 号

　 　 　 衛 生 事 務 に 関 す る 知 事 の 権 限 を 保 健 所 長 に 委 任 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 衛 生 事 務 に 関 す る 知 事 の 権 限 を 保 健 所 長 に 委 任 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 秋 田 県 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 別 表 第 五 十 六 号 中 ㈢ を 削 り 、 ㈣ を ㈢ と し 、 ㈤ か ら ㈧ ま で を 一 つ ず つ 繰 り 上 げ る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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　　　距離標　新79.0キロメートル～新113.6キロメートル
　　皆瀬川
　　　雄勝郡羽後町字大久保地区～横手市増田町三又地区
　　　距離標　0.0キロメートル～9.2キロメートル
　　成瀬川
　　　横手市増田町三又地区～横手市増田町荻袋地区
　　　距離標　0.0キロメートル～3.2キロメートル
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第396号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　供用開始の区間

２　供用開始の期日　平成25年８月27日
３　供用開始の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　由利地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成25年８月27日から同年９月10日まで

　次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定に
基づき、公告する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　入札に付する事項
　⑴　借入物品の名称及び数量
　　　住民基本台帳ネットワークシステム用サーバ機器等　一式
　⑵　借入物品の仕様等
　　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　契約期間
　　　平成25年12月１日から平成30年11月30日まで
　　　ただし、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減

額又は削除があった場合は、この契約を解除できるものとする。この場合、解除により生じた損害の賠償を請求す
ることはできないものとする。

　⑷　借入物品の設置場所
　　　別途指定する場所
２　入札に参加する者に必要な資格
　⑴　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　過去５年以内に、本県、国又は他の地方公共団体において、本調達と同種又は類似のシステムの構築を行った実

績があること。
　⑶　入札説明書及び仕様書の交付を受け、入札参加資格の確認を受けていること。
　⑷　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11

年法律第225号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定を受けた者を除く。）で
ないこと。

　⑸　その他、入札説明書に定める資格を有する者
３　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先
　　　郵便番号010－8570　秋田市山王四丁目１番１号

道路の種類 路 線 名 区　　　　　　　　　　間

県　道 冬師西目線 由利本荘市西目町西目字舞台625番地先から沼田字敷森152番２地
先まで

公 告
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　　　秋田県企画振興部市町村課　電話018－860－1142
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付方法
　　　秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１条第１項に規定する県の休日（以下単に「県の休

日」という。）を除き、平成25年８月27日（火）から同年９月６日（金）までの期間、⑴の場所において午前９時
から午後５時までの間、随時交付する。

　⑶　入札参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法
　　　入札参加資格確認申請書は、県の休日を除き、平成25年８月27日（火）から同年９月９日（月）までの期間、⑴

の場所へ、午前９時から午後５時までの間に持参すること。
４　入札執行の日時及び場所
　　平成25年９月18日（水）午前９時30分
　　秋田県庁地下１階入札室
５　入札保証金
　　秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。
６　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札の方法
　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。

　⑶　入札の無効
　　　秋田県財務規則第166条に規定するところによる。
　⑷　落札者の決定方法
　　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札となるべき同

価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより決定する。
　⑸　契約書作成の要否　
　　　要
　⑹　提出書類等
　　　入札に参加しようとする者は、入札説明書及び仕様書に記載された必要資料等を提出すること。
　⑺　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）の規定に基づく公的個人認証サービ
スに係る秋田県認証局及びブリッジ認証局の自己署名証明書のフィンガープリントを次のとおり変更したので、公告す
る。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　秋田県認証局の自己署名証明書のフィンガープリント
　　秋田県認証局の自己署名証明書に関し、次の表の下欄に掲げるハッシュ関数により算出したフィンガープリント

は、同表の右欄に掲げるとおりである。

２　ブリッジ認証局の自己署名証明書のフィンガープリント
　　ブリッジ認証局の自己署名証明書に関し、次の表の下欄に掲げるハッシュ関数により算出したフィンガープリント

は、同表の右欄に掲げるとおりである。

ハッシュ関数 フィンガープリント

ＳＨＡ－１ Ｆ０８Ｄ　Ａ６１Ｅ　Ｃ１ＤＡ　ＡＡＥ０　８５９８　ＦＣ３Ｃ　Ｂ７Ｂ０　６Ｅ７Ａ
０９ＥＤ　９５Ｅ５

ハッシュ関数 フィンガープリント
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３　変更後のフィンガープリントの適用開始日
　　変更後のフィンガープリントは、平成25年７月31日以降に発行された電子証明書から適用する。
４　その他
　　１及び２に掲げるフィンガープリントについては、これらを表示するソフトウェアの種類又はバージョンにより、

大文字又は小文字の相違、空白又は「‥」の有無等表示が異なる場合がある。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　落札に係る物品の名称及び数量
　　電子スピン共鳴測定装置　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　出納局総務事務センター　秋田市山王四丁目１番１号
３　落札者を決定した日
　　平成25年７月１日
４　落札者の名称及び住所
　　株式会社中央科学　秋田市卸町三丁目１番22号
５　落札金額
　　33,652,500円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　平成25年５月17日
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　落札に係る物品の名称及び数量
　　平坦度測定装置　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　出納局総務事務センター　秋田市山王四丁目１番１号
３　落札者を決定した日
　　平成25年７月１日
４　落札者の名称及び住所
　　株式会社アオバサイエンス秋田営業所　秋田市広面字近藤堰越10番地６
５　落札金額
　　26,880,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　平成25年５月17日
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、男鹿市払戸土地改良区から申請があった定款変更
について、平成25年８月19日認可したので、同条第３項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
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ＳＨＡ－１ Ａ４２９　５３６６　６４４５　２Ｆ３４　５２Ｂ４　ＥＥＤＡ　ＡＦ３Ｃ　４２４８
Ｃ９６３　Ｃ０２Ｄ

公 安 委 員 会 告 示
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秋田県公安委員会告示第82号
　道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イの規定により、次のとおり技能検定員審査を実施す
るので、技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条の規定
に基づき、公示する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公安委員会委員長　柴　田　寛　彦
１　技能検定員審査の種類
　⑴　技能検定員審査（大型二種）
　⑵　技能検定員審査（中型二種）
　⑶　技能検定員審査（普通二種）
２　技能検定員審査開始の期日及び場所
　⑴　期日
　　　平成25年10月７日（月）午前10時から
　⑵　場所
　　　秋田市新屋南浜町12番１号　秋田県警察運転免許センター
３　技能検定員審査の申請手続
　⑴　申請手続
　　ア　技能検定員審査を受けようとする者は、審査申請書に写真（申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分

身及び無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのもの）を貼付し、秋田県警察本部交
通部運転免許センターに提出するとともに、技能検定員審査（大型二種）を受けようとする者にあっては、大型
自動車第二種免許に係る免許証及び技能検定員資格者証（大型）を、技能検定員審査（中型二種）を受けようと
する者にあっては、中型自動車第二種免許に係る免許証及び技能検定員資格者証（中型）を、技能検定員審査
（普通二種）を受けようとする者にあっては、普通自動車第二種免許に係る免許証及び技能検定員資格者証（普
通）を提示すること。

　　イ　技能検定員審査を受けようとする者が規則第17条第１項第２号に該当する者であるときは、審査申請書に、該
当する者であることを証する書面を添付すること。

　⑵　申請書の受付期間及び受付時間
　　　平成25年９月９日（月）から同月13日（金）までの午前８時30分から午後５時までとする。
　⑶　申請書の提出場所
　　　秋田市新屋南浜町12番１号　秋田県警察本部交通部運転免許センター教習所係
４　審査手数料
　⑴　技能検定員審査（二種）を受けようとする者は、21,850円（その者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての

審査を免除される者であるときは、それぞれ21,850円から同表右欄の技能検定員審査（二種）に係る額に掲げる額
を減じた額）とする。

　⑵　納付方法
　　　審査申請書提出の際、秋田県証紙により納付すること。
５　審査についての問合せ先
　　秋田県警察本部交通部運転免許センター教習所係（電話018−823−7740）
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県公安委員会告示第83号
　道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の３第４項第１号イの規定により、次のとおり教習指導員審査を実施す
るので、技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第10条第２項

審　　　査　　　細　　　目
技 能 検 定 員 審 査
（二種）に係る額

１　技能検定員として必要な自動車の運転技能 4,450円

２　自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 7,800円

３　旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業に係る法令その他の知識 2,700円

４　技能検定の実施及び自動車の運転技能の評価方法に関する知識 3,150円

備考　審査細目の１及び２に掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、15,300円を減ずる。
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の規定に基づき、公示する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公安委員会委員長　柴　田　寛　彦
１　教習指導員審査の種類
　⑴　教習指導員審査（大型二種）
　⑵　教習指導員審査（中型二種）
　⑶　教習指導員審査（普通二種）
２　教習指導員審査開始の期日及び場所
　⑴　期日
　　　平成25年10月７日（月）午前10時から
　⑵　場所
　　　秋田市新屋南浜町12番１号　秋田県警察運転免許センター
３　教習指導員審査の申請手続
　⑴　申請手続
　　ア　教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書に写真（申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分

身及び無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのもの）を貼付し、秋田県警察本部交
通部運転免許センターに提出するとともに、教習指導員審査（大型二種）を受けようとする者にあっては、大型
自動車第二種免許に係る免許証及び教習指導員資格者証（大型）を、教習指導員審査（中型二種）を受けようと
する者にあっては、大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証及び教習指導員資格者証（中
型）を、教習指導員審査（普通二種）を受けようとする者にあっては、大型自動車第二種免許、中型自動車第二
種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証及び教習指導員資格者証（普通）を提示すること。

　　イ　教習指導員審査を受けようとする者が規則第17条第１項第２号又は第５項第１号に該当する者であるときは、
審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付すること。

　⑵　申請書の受付期間及び受付時間
　　　平成25年９月９日（月）から同月13日（金）までの午前８時30分から午後５時までとする。
　⑶　申請書の提出場所
　　　秋田市新屋南浜町12番１号　秋田県警察本部交通部運転免許センター教習所係
４　審査手数料
　⑴　教習指導員審査（二種）を受けようとする者は、12,850円（その者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての

審査を免除される者であるときは、それぞれ12,850円から同表右欄の教習指導員審査（二種）に係る額に掲げる額
を減じた額）とする。

　⑵　納付方法
　　　審査申請書提出の際、秋田県証紙により納付すること。
５　審査についての問合せ先　　
　　秋田県警察本部交通部運転免許センター教習所係（電話018−823−7740）
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県公安委員会告示第84号
　道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イの規定により、次のとおり技能検定員審査を実施す
るので、技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条の規定
に基づき、公示する。
　　平成25年８月27日

審　　　査　　　細　　　目
教 習 指 導 員 審 査
（二種）に係る額

１　教習指導員として必要な自動車の運転技能 4,450円

２　技能教習に必要な教習の技能 1,900円

３　旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業に係る法令その他の知識 2,700円

備考　１　審査細目の１及び２に掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、9,400円を減ずる。
　　　２　審査細目の１、２及び３に掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、12,100円を減ず

る。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公安委員会委員長　柴　田　寛　彦
１　技能検定員審査の種類
　⑴　技能検定員審査（大型）
　⑵　技能検定員審査（中型）
　⑶　技能検定員審査（普通）
　⑷　技能検定員審査（大特）
　⑸　技能検定員審査（大自二）
　⑹　技能検定員審査（普自二）
　⑺　技能検定員審査（牽引）　
２　技能検定員審査開始の期日及び場所
　⑴　期日
　　　平成25年10月７日（月）午前10時から
　⑵　場所
　　　秋田市新屋南浜町12番１号　秋田県警察運転免許センター
３　技能検定員審査の申請手続
　⑴　申請手続
　　ア　技能検定員審査を受けようとする者は、審査申請書に写真（申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分

身及び無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのもの）を貼付し、秋田県警察本部交
通部運転免許センターに提出するとともに、受けようとする種類の技能検定員審査に用いられる自動車を運転す
ることができる運転免許（仮運転免許を除く。）に係る運転免許証を提示すること。

　　イ　技能検定員審査を受けようとする者が規則第17条第１項第１号、第２号又は第２項各号のいずれかに該当する
者であるときは、審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付すること。

　⑵　申請書の受付期間及び受付時間
　　　平成25年９月９日（月）から同月13日（金）までの午前８時30分から午後５時までとする。
　⑶　申請書の提出場所
　　　秋田市新屋南浜町12番１号　秋田県警察本部交通部運転免許センター教習所係
４　審査手数料
　⑴　技能検定員審査（大型・中型）を受けようとする者にあっては、23,500円（その者が次の表の左欄に掲げる審査

細目についての審査を免除される者であるときは、それぞれ23,500円から同表中欄の技能検定員審査（大型・中
型）に係る額に掲げる額を減じた額）とし、技能検定員審査（普通）を受けようとする者にあっては、19,650円
（その者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者であるときは、それぞれ19,650円から同
表中欄の技能検定員審査（普通）に係る額に掲げる額を減じた額）とし、技能検定員審査（大型・中型・普通）
以外の種類の技能検定員審査を受けようとする者にあっては、14,500円（その者が次の表の左欄に掲げる審査細目
についての審査を免除される者であるときは、それぞれ14,500円から同表右欄の技能検定員審査（大型・中型・普
通）以外の種類の技能検定員審査に係る額に掲げる額を減じた額）とする。

審　査　細　目
技 能 検 定 員 審 査
（大・中型）に係
る額

技 能 検 定 員 審 査
（普通）に係る額

技 能 検 定 員 審 査
（大・中・普通）以
外に係る額

１　技能検定員として必要な自動車の運転技能 4,150円 3,750円 1,300円

２　自動車の運転技能に関する観察力及び採点
方法 7,000円 6,400円 2,200円

３　教則の内容となっている事項 2,100円 1,850円 2,100円

４　自動車教習所に関する法令についての知識 2,100円 1,850円 2,100円

５　技能検定の実施に関する知識 2,250円 2,000円 2,250円

６　自動車の運転技能の評価方法に関する知識 1,850円 1,950円 2,450円

備考　１　審査細目の１及び２に掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、技能検定員審査（大
型・中型）を受けようとする者にあっては14,100円、技能検定員審査（普通）を受けようとする者に
あっては11,050円、技能検定員審査（大型・中型・普通）以外の種類の技能検定員審査を受けようとす
る者にあっては4,550円を減ずる。
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　⑵　納付方法
　　　審査申請書提出の際、秋田県証紙により納付すること。
５　審査についての問合せ先
　　秋田県警察本部交通部運転免許センター教習所係（電話018-823-7740）
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県公安委員会告示第85号
　道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の３第４項第１号イの規定により、次のとおり教習指導員審査を実施す
るので、技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第10条第２項
の規定に基づき、公示する。
　　平成25年８月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公安委員会委員長　柴　田　寛　彦
１　教習指導員審査の種類
　⑴　教習指導員審査（大型）
　⑵　教習指導員審査（中型）
　⑶　教習指導員審査（普通）
　⑷　教習指導員審査（大特）
　⑸　教習指導員審査（大自二）
　⑹　教習指導員審査（普自二）　
　⑺　教習指導員審査（牽引）　
２　教習指導員審査開始の期日及び場所
　⑴　期日
　　　平成25年10月７日（月）午前10時から
　⑵　場所
　　　秋田市新屋南浜町12番１号　秋田県警察運転免許センター
３　教習指導員審査の申請手続
　⑴　申請手続
　　ア　教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書に写真（申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分

身及び無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのもの）を貼付し、秋田県警察本部交
通部運転免許センターに提出するとともに、受けようとする種類の教習指導員審査に用いられる自動車を運転す
ることができる運転免許（仮運転免許を除く。）に係る運転免許証を提示すること。

　　イ　教習指導員審査を受けようとする者が規則第17条第１項第１号、第２号又は第４項各号のいずれかに該当する
者であるときは、審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付すること。

　⑵　申請書の受付期間及び受付時間
　　　平成25年９月９日（月）から同月13日（金）までの午前８時30分から午後５時までとする。
　⑶　申請書の提出場所
　　　秋田市新屋南浜町12番１号　秋田県警察本部交通部運転免許センター教習所係
４　審査手数料
　⑴　教習指導員審査（大型・中型）を受けようとする者にあっては、15,000円（その者が次の表の左欄に掲げる審査

細目についての審査を免除される者であるときは、それぞれ15,000円から同表中欄の教習指導員審査（大型・中
型）に係る額に掲げる額を減じた額）とし、教習指導員審査（普通）を受けようとする者にあっては、11,800円
（その者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者であるときは、それぞれ11,800円から同
表中欄の教習指導員審査（普通）に係る額に掲げる額を減じた額）とし、教習指導員審査（大型・中型・普通）
以外の種類の教習指導員審査を受けようとする者にあっては、9,450円（その者が次の表の左欄に掲げる審査細目
についての審査を免除される者であるときは、それぞれ9,450円から同表右欄の教習指導員審査（大型・中型・普

　　　２　審査細目の３及び４に掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、技能検定員審査（大
型・中型）を受けようとする者にあっては4,550円、技能検定員審査（普通）を受けようとする者にあっ
ては3,900円、技能検定員審査（大型・中型・普通）以外の種類の技能検定員審査を受けようとする者に
あっては4,550円を減ずる。

　　　３　審査細目の１から６までに掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、技能検定員審査
（大型・中型）を受けようとする者にあっては22,750円、技能検定員審査（普通）を受けようとする者
にあっては18,900円、技能検定員審査（大型・中型・普通）以外の種類の技能検定員審査を受けようと
する者にあっては13,800円を減ずる。
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通）以外の種類の教習指導員審査に係る額に掲げる額を減じた額）とする。

　⑵　納付方法
　　　審査申請書提出の際、秋田県証紙により納付すること。
５　審査についての問合せ先
　　秋田県警察本部交通部運転免許センター教習所係（電話018−823−7740）

　平成25年７月19日（第2507号）公布の秋田県教育委員会規則第10号（秋田県教育委員会会議規則の一部を改正する規
則）
（原稿誤り）
　　16　　　　 ７　　 第 四 項 中　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 四 号 中                              
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審　査　細　目
教 習 指 導 員 審 査
（大型・中型）に
係る額

教 習 指 導 員 審 査
（普通）に係る額

教 習 指 導 員 審 査
（大・中・普通）以
外に係る額

１　教習指導員として必要な自動車の運転技能 4,150円 3,750円 1,300円

２　技能教習に必要な教習の技能 1,450円 1,400円 1,500円

３　学科教習に必要な教習の技能 1,350円 1,300円 1,150円

４　教則の内容となっている事項その他自動車
の運転に関する知識 1,450円 1,200円 1,250円

５　自動車教習所に関する法令についての知識 1,450円 1,200円 1,250円

６　教習指導員として必要な教育についての知
識 1,350円 1,150円 1,150円

備考　１　審査細目の１及び２に掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、教習指導員審査（大
型・中型）を受けようとする者にあっては8,600円、教習指導員審査（普通）を受けようとする者にあっ
ては6,100円、教習指導員審査（大型・中型・普通）以外の種類の教習指導員審査を受けようとする者に
あっては3,850円を減ずる。

　　　２　審査細目の４及び５に掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、教習指導員審査（大
型・中型)を受けようとする者にあっては3,000円、教習指導員審査（普通）を受けようとする者にあっ
ては2,500円、教習指導員審査（大型・中型・普通）以外の種類の教習指導員審査を受けようとする者に
あっては2,550円を減ずる。

　　　３　審査細目の１から６までに掲げる項目についての審査を併せて免除されるときは、教習指導員審査
（大型・中型）を受けようとする者にあっては14,300円、教習指導員審査（普通）を受けようとする者
にあっては11,050円、教習指導員審査（大型・中型・普通）以外の種類の教習指導員審査を受けようと
する者にあっては8,700円を減ずる。
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